
平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 116 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

提案事項（事項名） 

農地中間管理事業における農用地利用配分計画に係る縦覧期間の廃止について 

提案団体 

群馬県、福島県、栃木県、新潟県 

制度の所管･関係府省 

農林水産省 

求める措置の具体的内容 

農地中間管理事業において知事が行う農用地利用配分計画に係る縦覧については、農地中間管理事業の推

進に関する法律第 18 条第３項の規定により、縦覧期間が２週間とされているが、縦覧を廃止する。 

具体的な支障事例 

 農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村長

の農用地利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく知事の農用地利用

配分計画（以下、「配分計画」）の認可公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中心にした農地の集積

から担い手への配分まで、最低約５週間を要している。 

 担い手農家からは、農地法、農業経営基盤強化促進法に比べ、農地中間管理事業の推進に関する法律によ

る一連の手続きは長すぎるとの声がある。 

 本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地を集積できるよう、国

が示す手続き期間短縮化の例を参考に事務の迅速化を図ってきたところであり、更なる迅速化のために配分計

画の縦覧を廃止したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。 

 なお、市町村農業委員会が配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先するなど配慮をしているた

め、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出されることは実態としてなく、配分計画の縦覧の必要性はないと

考える。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

農地中間管理事業における一連の処理時間を短縮し、農地中間管理機構を活用した農地の円滑かつ迅速な賃

貸借を進めることで、本県の農業政策の一つである農地集積等による担い手の経営基盤強化を図ることが可能

となる。 

根拠法令等 

農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第３項 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、秋田県、埼玉県、長野県、静岡県、島田市、春日井市、広島県、徳島県、香川県、高松市、高知県、大

村市、熊本県、九州地方知事会 

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を要するため、借受人に敬
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遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まない。 

○当県においても、農地中間管理事業を活用し担い手が賃借権等を設定するまで、約１ヶ月半の事務手続き期

間を要し、特に農繁期における円滑な権利移転に支障を来しているほか、農地中間管理事業の普及促進を妨

げる一因となっている。

２週間の縦覧期間が廃止となることにより、契約に要する期間が短縮されることから、利用者の利便性が向上す

ると考えられる。

○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強化法等による手続き、②

機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要

している。

 このため、目的である農地の集積の加速化には効果を発揮しきれていない。事業を通じた担い手への農地集

積を進めるため、手続を簡素化し、担い手への権利設定等に要する期間の短縮化を図ることが望ましい。 

○担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うためには簡素化が必要と思われる。

○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村

長の農用地利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく知事の農用地利

用配分計画（以下、「配分計画」）の認可公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中心にした農地の集

積から担い手への配分まで、最低約５週間を要している。

 担い手農家からは、農地法、農業経営基盤強化促進法に比べ、農地中間管理事業の推進に関する法律によ

る一連の手続きは長すぎるとの声がある。 

 なお、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出されることは実態としてなく、配分計画の縦覧の必要性はな

いと考える。 

○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推進の妨げとなっているた

め、手続きの簡素化を図るべきである。

○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対し、農地中間管理事業法

は約４か月を要する。

  契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担が農業委員会及び市役

所窓口で生じている。 

 農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が煩雑で多くの時間と労力

を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることから、事業をより一層推進していく上で、本県におい

ても、農地中間管理事業における農用地利用配分計画に係る縦覧期間の廃止を要望する。（なお、本県におい

ても、 平成 26 年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提出は一度もな

い。） 

  配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者と十分な調整を行って

いることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関係者から意見書が出されたことは一度もなく、

制度の見直しが必要である。 

○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約 25,000 筆分（４カ年累計）の認可公告事務が発生）していることか

ら、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。

縦覧中に意見書が提出された事例無し。

○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の場合、農地利用集積計

画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設

定が必要となっている。

そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが煩雑であることや手続

きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因となっていると考える。

今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するためには手続きの簡素化が

必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期間（2 週間）が短縮又は廃止されれば事業の

利用向上につながると考えている。

なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。

○農地中間管理事業による農地貸借は、農地集積から農地配分まで 8 週間程度期間を要することから、権利

設定を急いでいる農業者からは敬遠される傾向にある。

○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週間程度長くなることか

ら，農業者から敬遠される傾向にある。

市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調整をしていることから，

平成 26 年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度もない。
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各府省からの第１次回答 

農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの解

消などについて総合的に検討することとしている。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

配分計画案を作成する際の地域における事前調整の結果、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出されるこ

とがない実態を踏まえ、５年後見直しに伴う法改正により縦覧を廃止し、農地中間管理事業における事務手続き

の迅速化と、都道府県の事務負担の軽減を図っていただきたい。 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

農地中間管理事業における農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧については、地方分権改革推進

委員会第 2 次勧告の趣旨を踏まえ、廃止すべきである。 

なお、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境整備を一層進めること。 

【全国市長会】 

手続の簡素化に向け、対応を求める。 

【全国町村会】 

提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【総論】 

○ 「機構事業の手続の煩雑さの解消などについて総合的に検討する」とのことであるが、配分計画の都道府県

知事認可、当該認可における縦覧制度、利用権の存続期間延長、単純な業務委託の知事承認についても提案

団体の支障を解消する方向で検討いただきたい。

【１】農用地利用集積計画・配分計画の作成事務の簡素化・迅速化

○ 配分計画の都道府県知事認可については、機構、都道府県及び市町村における計画策定事務に係る一連

の手続を簡素化・迅速化する観点から、市町村単位で完結する仕組みへと見直す方向で検討いただきたい。

○ 配分計画の都道府県知事認可に係る縦覧制度については、実態として、提案団体においてこれまで意見提

出の実績がなく、計画策定前段階で関係者間での意見調整が行われていることなどを踏まえ、縦覧を廃止する

方向で検討いただきたい。

【２】利用権の存続期間延長手続きの緩和

○ 利用権の存続期間を単に延長するだけの場合（契約期間以外の内容が既契約と全く同一であり、当事者間

で合意がとれている場合）には、周辺の土地利用が現状から変更されるものではないことから、安定的な土地利

用を促進するためにも、存続期間の延長に係る手続を別に設けるなど、集積計画及び配分計画の撤回・再作

成・認可・公告等の事務を不要とする見直しを行うべきではないか。

○ 機構関連事業の対象とする農用地については、あらかじめ当該事業が行われ得ることについて所有者に説

明が行われていることを理由に、改正土地改良法の施行後に機構が農地中間管理権を取得した農用地のみと

されているところ、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得した農用地について、機構関連事業を実

施しようとする場合には、集積計画の撤回・再作成等により、農地中間管理権の再取得を行う必要があるとされ

ている。

 機構関連事業の実施に係る手続を緩和する観点から、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得し

た農用地についても、所有者の合意を得た場合等には、機構関連事業の対象とする方向で制度を見直すべき

ではないか。 

【３】農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る知事承認の廃止 

○ 農地中間管理事業の実施に当たって求められる公正性を担保するために業務委託に係る知事承認制度が

設けられているとしても、農地管理や普及啓発などの単純な内容の委託業務についてまで知事承認を求める必

要はないのではないか。
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各府省からの第２次回答 

【総論】 

○ 農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの

解消などについて総合的に検討することとしている。今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【１】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【２】について

○ 配分計画の単純延長は、農地の集約化の機会を逸するおそれがあり、これを推進することは望ましくないと

考えるが、他方、手続の簡素化は重要であるため、これらのバランスを取りながら検討していく。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【３】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。
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平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 181 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

提案事項（事項名） 

農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る知事承認の廃止 

提案団体 

兵庫県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、徳島県 

制度の所管･関係府省 

農林水産省 

求める措置の具体的内容 

農地中間管理機構は農地中間管理事業に係る業務の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ都道

府県知事の承認を受けなければならないとされているが、（ⅰ）農地管理（草刈り、突発的な水路の補修、稲刈

り・田植え等）、（ⅱ）普及啓発（チラシ・図面作成、シンポジウム開催等）の「単純な業務」に限り知事承認を不要

とする。 

なお、農用地等の貸付・借受申込の受付や申請書類の内容確認等、「単純な業務」と認められがたいものや恣

意性の排除が必要な業務については従前のとおり知事承認を要することとする。 

具体的な支障事例 

【制度概要】 

農地中間管理機構は、法令に定める下記業務について他の者に委託してはならない。また、これらを除く業務

の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受ける必要がある。（法第 22

条） 

〈委託が禁止される業務〉 

１ 農用地利用配分計画の決定 

２ 農地中間管理権の取得の決定 

３ 農用地等について借受を希望する者の募集及びその結果の公表 

４ 農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用

条件の改善を図るための業務 

５ 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成 

【支障事例】 

（１）突発事案への対応の遅れ

業務委託に係る知事承認手続きには最大２週間程度要することから、風水害等に伴う突発的な水路の補修な

ど、迅速に対応すべき業務への着手が遅れることで被害が拡大する恐れがある。

（２）事務負担の増大

国・県の一体的な農地中間管理事業の推進により、今後、機構の借受農地面積の拡大が見込まれる中で、申

請・承認に係る事務（書類作成・審査など）が増加することが予想される。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

本件提案の実現により、下記の効果が見込まれる。 

（１）突発事案への迅速な対応

風水害等に伴う突発的な水路の補修などを迅速に行うことが可能となるため、借受農地や周辺農地における被

害を最小限に抑えることができる。

重点13

17



これにより借受農地の良好な営農環境の維持が図られ、借り手の借受意欲向上につながる。 

（２）事務負担の軽減

申請・承認に係る事務（書類作成・審査など）が減少するため、行政の効率化が図られる。

〈参考〉過年度委託実績

平成 29 年度・・・５回 （草刈り：４回、チラシ印刷：１回） 

平成 28 年度・・・１回 （チラシ印刷：１回） 

根拠法令等 

・農地中間管理事業の推進に関する法律第 22 条

・農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第 17 条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

福島県、長野県、香川県 

○農地中間管理機構が行う単純な業務の委託については、本県においても、平成 29 年度、下記のとおりの実

績であり、申請・承認に係る事務（書類作成・審査）も負担となっている。今後、機構の借受農地面積の拡大が見

込まれる中で、申請・承認に係る事務が増加することが予想され、業務の効率化を図る上で、本県においても、

単純な業務の委託に係る知事承認の廃止を要望する。

(参考）平成 29 年度委託実績 

縦覧期間中の作業委託･･･13 回 

草刈り・耕起作業委託･･････8 回 

市町への事務委託･････････1 回 

各府省からの第１次回答 

農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの解

消などについて総合的に検討することとしている。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

農地中間管理機構が行う事業は、年度当初の事業計画の承認において、予算や事業内容についての承認がな

されていることから、事業計画にある農地管理や普及啓発などの「単純な業務」の委託においては、改めて知事

が承認する必要はないと考えている。 

貴省においては、法律の施行後５年を目途として農地中間管理事業に関する見直し等の検討がされる。機構事

業の手続の煩雑さの解消などについても総合的に検討されることから、より効率的な農地中間管理事業の推進

が図れ、かつ申請者及び行政の両者の負担軽減となるよう、法律の施行後５年に当たる平成 30 年度中に見直

しをお願いしたい。 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【福島県】 

農地中間管理事業の推進に関する法律の施行後５年後を目処とした総合的な検討にあたっては、今回の提案

を十分勘案するよう要望する。 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

農地中間管理事業については、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境整備を

一層進めること。 

【全国市長会】 

手続の簡素化に向け、対応を求める。 
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提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【総論】 

○ 「機構事業の手続の煩雑さの解消などについて総合的に検討する」とのことであるが、配分計画の都道府県

知事認可、当該認可における縦覧制度、利用権の存続期間延長、単純な業務委託の知事承認についても提案

団体の支障を解消する方向で検討いただきたい。

【１】農用地利用集積計画・配分計画の作成事務の簡素化・迅速化

○ 配分計画の都道府県知事認可については、機構、都道府県及び市町村における計画策定事務に係る一連

の手続を簡素化・迅速化する観点から、市町村単位で完結する仕組みへと見直す方向で検討いただきたい。

○ 配分計画の都道府県知事認可に係る縦覧制度については、実態として、提案団体においてこれまで意見提

出の実績がなく、計画策定前段階で関係者間での意見調整が行われていることなどを踏まえ、縦覧を廃止する

方向で検討いただきたい。

【２】利用権の存続期間延長手続きの緩和

○ 利用権の存続期間を単に延長するだけの場合（契約期間以外の内容が既契約と全く同一であり、当事者間

で合意がとれている場合）には、周辺の土地利用が現状から変更されるものではないことから、安定的な土地利

用を促進するためにも、存続期間の延長に係る手続を別に設けるなど、集積計画及び配分計画の撤回・再作

成・認可・公告等の事務を不要とする見直しを行うべきではないか。

○ 機構関連事業の対象とする農用地については、あらかじめ当該事業が行われ得ることについて所有者に説

明が行われていることを理由に、改正土地改良法の施行後に機構が農地中間管理権を取得した農用地のみと

されているところ、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得した農用地について、機構関連事業を実

施しようとする場合には、集積計画の撤回・再作成等により、農地中間管理権の再取得を行う必要があるとされ

ている。

 機構関連事業の実施に係る手続を緩和する観点から、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得し

た農用地についても、所有者の合意を得た場合等には、機構関連事業の対象とする方向で制度を見直すべき

ではないか。 

【３】農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る知事承認の廃止 

○ 農地中間管理事業の実施に当たって求められる公正性を担保するために業務委託に係る知事承認制度が

設けられているとしても、農地管理や普及啓発などの単純な内容の委託業務についてまで知事承認を求める必

要はないのではないか。

各府省からの第２次回答 

【総論】 

○ 農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの

解消などについて総合的に検討することとしている。今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【１】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【２】について

○ 配分計画の単純延長は、農地の集約化の機会を逸するおそれがあり、これを推進することは望ましくないと

考えるが、他方、手続の簡素化は重要であるため、これらのバランスを取りながら検討していく。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【３】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。
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平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 227 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

提案事項（事項名） 

農地中間管理事業における各種事務簡素化 

提案団体 

栃木県、新潟県 

制度の所管･関係府省 

農林水産省 

求める措置の具体的内容 

（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止

都道府県知事は、農地中間管理機構から農用地利用配分計画について認可申請があった時は、その旨を公

告し、同計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならないが、当該縦覧を廃止する。 

（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止

（１）記載のとおり、機構は配分計画について都道府県知事の認可を受けなければならないが、基盤強化法と

同様、市町村公告で認められることとし、当該認可を廃止する。 

具体的な支障事例 

（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止

（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止

【現行制度】

 農地中間管理機構は農地中間管理権を有する農用地等について賃借権等の設定又は移転を行おうとすると

きは、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

 都道府県知事は、上記認可の申請があったときはその旨公告し、配分計画を当該公告の日から２週間公衆の

縦覧に供しなければならない。（農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第１項、第３項） 

【支障事例】 

・事務手続きに長期間を要する。

（機構による借入れから借り手への貸付けまで約４か月要している）

・都道府県や市町村に過重な事務負担が生じている。

・手続きが煩雑で、農業者等が農地中間管理事業の活用を敬遠している。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【制度改正による効果】 

（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止

（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止

・手続きに要する期間の短縮

・都道府県や市町村の事務負担軽減

・農地中間管理事業の利用促進

【参考】

（全般）

・国は、機構法附則第２条の規定に基づく法施行後５年後（平成 31 年３月）を目途に見直すこととしており、左記

課題についても認識していると思われる。
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・同様に農地貸借が可能となる農業経営基盤強化促進法と比較しても、効率的に農地集積できる点や、公的機

関が介在することにより安心かつ長期的な営農環境を整備できる点において優位性がある。

（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止

※栃木県において過年度の縦覧実績は０人（H26 年度（事業開始時）～H29 年度）

（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止

※栃木県において過年度の不認可決定は０件

また「転貸先として不適切と思われる者を借受人としている」など、機構法に定める認可要件を満たさないような

重大な計画不備は見られなかった。

根拠法令等 

・農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条、第 19 条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

福島県、群馬県、埼玉県、新発田市、静岡県、島田市、広島県、山口県、徳島県、高知県、熊本県、大村市、沖

縄県 

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を要するため、借受人に敬

遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まない。

○（１）、（２）農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤法に基づく市町村

長の利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく知事の農用地利用配分

計画の認可公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分ま

で、最低約５週間を要している。

 そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推進に関する法律による一

連の手続きは長すぎるとの声がある。 

 本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地を集積できるよう、国

が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図ってきたところであるが、更なる迅速化のために、

農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため

見直しができない。 

 なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先するなど配慮をしてい

るため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に基づき利害関係者から意見が提出さ

れることは、実態としてなく、農用地利用配分計画の縦覧の必要性は低いと考える。 

○基盤法では、市町村の公告により所有者から耕作者への貸付が確定するが、農地中間管理事業では、市町

村の公告で所有者から機構への貸付が確定し、県の公告で農地中間管理機構（以下「機構」）から耕作者への

貸付が確定するという流れになっている。

 こうした流れが、農業者に手続が煩雑で時間がかかるといった印象を与え、かつ、農用地利用状況報告の面

倒さとあいまって、農地中間管理事業の活用を敬遠させてしまう一因となっている。 

人為的なミスによって、県公告が遅延することで、機構集積協力金の要件を欠くという事態も起こりうる。 

 知事認可の縦覧廃止だけでは、本事業の敬遠は解消しないと思われるため、基盤法と同様、市町村の認可公

告のみで転貸まで完了するしくみが必要と考える。 

機構への貸付面積が増加しない、または、面的なまとまりを欠くような状態だと、機構が持つ農地の再配分機

能も十分に発揮できない。農地中間管理事業の推進に関する法律の目的を実現するためには、本提案が求め

る措置が必要である 

○（１）農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強化法等による手続

き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２つの手続きが必要となり、多くの手間と時

間を要している。

（２）配分計画を定めるにあたって、貸したい人と機構との間では市町村が手 続きを行い、機構と借りたい人と

の間では機構が手続きを行うこととなり、市町 村と機構とでスケジュールや内容について連絡調整などに手間

がかかっていると考えられることから、円滑に取り組むためには、市町村にワンストップ窓口を設置し手続きの簡

素 化を図ることが望ましい。 

○事務手続きが煩雑であるので簡素化を要望するとともに、担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うため

には縦覧の廃止または期間短縮は必要と思われる。
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○（１）、（２）本県でも提案内容と同じ支障事例あり。

現行制度では、ある程度転貸先が決まっている案件でも県による配分計画の縦覧を経た後に認可する必要が

あるため、転貸後に栽培される品目によってはその栽培の適期を逸する。 

【制度改正にかかる課題】 

 縦覧期間を廃止した場合、計画認可後の利害関係人からの申し出に対するマニュアルなど利害調整の仕組

みを明確にする必要がある。 

○事務手続きに長期間を要する。

都道府県や市町村に過重な事務負担が生じている。

手続きが煩雑で、農業者等が農地中間管理事業の活用を敬遠している。

○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推進の妨げとなっている

が、配分計画を市町村公告とすることは、都道府県の事務負担を軽減し、市町村への事務負担を転嫁するもの

であり、この提案は認められない。

○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対し、農地中間管理事業法

は約４か月を要する。

 契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担が農業委員会及び市役所

窓口で生じている。 

○農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が煩雑で多くの時間と労力

を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることから、事業をより一層推進していく上で、本県におい

ても、（１）の農用地利用配分計画の縦覧廃止を要望する。（なお、本県においても、平成 26 年度から配分計画

を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提出は一度もない。）

 基本方針の策定や事業規程の認可を行う県において、農用地利用配分計画がその内容に沿ったものになっ

ているかを確認し、適正化を担保するという事業の趣旨に鑑み、（２）の農用地利用配分計画の知事認可の廃止

については、事業の根幹に係る部分の改正となることから、慎重な判断が必要と考える。 

○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約 25,000 筆分（４カ年累計）の認可公告事務が発生）していることか

ら、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。

縦覧中に意見書が提出された事例無し。 

市町村の事務負担増にならないような改善が必要。 

○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の場合、農地利用集積計

画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設

定が必要となっている。

 そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが煩雑であることや手続

きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因となっていると考える。 

 今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するためには手続きの簡素化が

必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期間（2 週間）が短縮又は廃止されれば事業の

利用向上につながると考えている。 

なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。 

○農地中間管理事業による農地貸借は、農地集積から農地配分まで 8 週間程度期間を要することから、権利

設定を急いでいる農業者からは敬遠される傾向にある。

○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週間程度長くなることか

ら，農業者から敬遠される傾向にある。

 市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調整をしていることか

ら，平成 26 年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度もない。 

○本県においても平成 26 年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提出は一

度もなく、農地の借受者の利便性を図るためにも、提案に賛同する。

各府省からの第１次回答 

農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの解

消などについて総合的に検討することとしている。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

提案の趣旨を踏まえ、利用者、地方自治体にとって使いやすい制度となるよう検討を進めていただきたい。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【群馬県】 

 配分計画案を作成する際の地域における事前調整の結果、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出される

ことがない実態を踏まえ、５年後見直しに伴う法改正により縦覧を廃止し、農地中間管理事業における事務手続

きの迅速化と、都道府県の事務負担の軽減を図っていただきたい。 

【福島県】 

農地中間管理事業の推進に関する法律の施行後５年後を目処とした総合的な検討にあたっては、今回の提案

を十分勘案するよう要望する。 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

農地中間管理事業における農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧については、地方分権改革推進

委員会第 2 次勧告の趣旨を踏まえ、廃止すべきである。 

また、まちづくり・土地利用規制等の地域の空間管理に関する事務について市への移譲を進めることとするとの

地方分権改革推進委員会第 1 次勧告を踏まえ、都道府県の農用地利用配分計画に対する認可権限の移譲に

ついては、提案団体の提案に従って積極的な検討を求める。 

なお、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境整備を一層進めること。 

【全国市長会】 

手続の簡素化に向け、対応を求める。 

【全国町村会】 

提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【総論】 

○ 「機構事業の手続の煩雑さの解消などについて総合的に検討する」とのことであるが、配分計画の都道府県

知事認可、当該認可における縦覧制度、利用権の存続期間延長、単純な業務委託の知事承認についても提案

団体の支障を解消する方向で検討いただきたい。

【１】農用地利用集積計画・配分計画の作成事務の簡素化・迅速化

○ 配分計画の都道府県知事認可については、機構、都道府県及び市町村における計画策定事務に係る一連

の手続を簡素化・迅速化する観点から、市町村単位で完結する仕組みへと見直す方向で検討いただきたい。

○ 配分計画の都道府県知事認可に係る縦覧制度については、実態として、提案団体においてこれまで意見提

出の実績がなく、計画策定前段階で関係者間での意見調整が行われていることなどを踏まえ、縦覧を廃止する

方向で検討いただきたい。

【２】利用権の存続期間延長手続きの緩和

○ 利用権の存続期間を単に延長するだけの場合（契約期間以外の内容が既契約と全く同一であり、当事者間

で合意がとれている場合）には、周辺の土地利用が現状から変更されるものではないことから、安定的な土地利

用を促進するためにも、存続期間の延長に係る手続を別に設けるなど、集積計画及び配分計画の撤回・再作

成・認可・公告等の事務を不要とする見直しを行うべきではないか。

○ 機構関連事業の対象とする農用地については、あらかじめ当該事業が行われ得ることについて所有者に説

明が行われていることを理由に、改正土地改良法の施行後に機構が農地中間管理権を取得した農用地のみと

されているところ、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得した農用地について、機構関連事業を実

施しようとする場合には、集積計画の撤回・再作成等により、農地中間管理権の再取得を行う必要があるとされ

ている。

 機構関連事業の実施に係る手続を緩和する観点から、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得し

た農用地についても、所有者の合意を得た場合等には、機構関連事業の対象とする方向で制度を見直すべき

ではないか。 

【３】農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る知事承認の廃止 

○ 農地中間管理事業の実施に当たって求められる公正性を担保するために業務委託に係る知事承認制度が

設けられているとしても、農地管理や普及啓発などの単純な内容の委託業務についてまで知事承認を求める必

要はないのではないか。
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各府省からの第２次回答 

【総論】 

○ 農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの

解消などについて総合的に検討することとしている。今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【１】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【２】について

○ 配分計画の単純延長は、農地の集約化の機会を逸するおそれがあり、これを推進することは望ましくないと

考えるが、他方、手続の簡素化は重要であるため、これらのバランスを取りながら検討していく。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【３】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。
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平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 284 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 農業・農地 

提案事項（事項名） 

農用地利用配分計画の知事認可における縦覧制度の廃止 

提案団体 

九州地方知事会 

制度の所管･関係府省 

農林水産省 

求める措置の具体的内容 

 農地中間管理事業による農用地等の賃借権の設定については、農用地利用集積計画及び農用地利用配分

計画（以下「配分計画」という）の２つの計画作成が必要となり、公告縦覧の期間もあるため、農業者などから手

続きが煩雑であるとの声が寄せられている。 

 農地中間管理事業の手続きの煩雑さを軽減するため、配分計画の知事認可における縦覧制度を廃止するよ

う求めるもの。 

具体的な支障事例 

 農用地の権利移動に係る関係法令には、農地中間管理事業の推進に関する法律、農地法、農業経営基盤強

化促進法がある。 

 農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による農用地等の賃借権の設定については、

農業経営基盤強化促進法や農地法に比べて手続きが煩雑であり、農業者などから事務改善や営農に支障を来

しているとの声が寄せられており、農地中間管理事業の推進を妨げる要因の一つとなっている。 

 また、現行制度上でも、配分計画案については、市町農業委員会の意見等を確認しており、地域の農業者な

どの利害関係者とも調整を図ることができているため、縦覧制度を廃止しても特段の支障はないものと考える。 

 なお、大分県では、農地中間管理事業が創設されて以降、縦覧期間中に利害関係者から意見書が提出され

たことはない。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 縦覧の廃止によって利用権設定までの期間が２週間程度短縮されることで、農業者などの適切な営農に資す

るとともに、農地中間管理事業の利用向上が期待される。 

根拠法令等 

農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、島田市、春日井市、広島県、徳島県、香川県、高

松市、高知県、大村市 

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を要するため、借受人に敬

遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まない。

重点13

25



○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤法に基づく市町村長の利用

集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく知事の農用地利用配分計画の認

可公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約

５週間を要している。

そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推進に関する法律による一

連の手続きは長すぎるとの声がある。

本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地を集積できるよう、国

が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図ってきたところであるが、更なる迅速化のために、

農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため

見直しができない。

なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先するなど配慮をしてい

るため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に基づき利害関係者から意見が提出さ

れることは、実態としてなく、農用地利用配分計画の縦覧の必要性は低いと考える。

○当県においても、農地中間管理事業を活用し担い手が賃借権等を設定するまで、約１ヶ月半の事務手続き期

間を要し、特に農繁期における円滑な権利移転に支障を来しているほか、農地中間管理事業の普及促進を妨

げる一因となっている。

２週間の縦覧期間が廃止となることにより、契約に要する期間が短縮されることから、利用者の利便性が向上す

ると考えられる。

○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強化法等による手続き、②

機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要

している。

 このため、目的である農地の集積の加速化には効果を発揮しきれていない。事業を通じた担い手への農地集

積を進めるため、手続を簡素化し、担い手への権利設定等に要する期間の短縮化を図ることが望ましい。 

○担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うためには縦覧の廃止または期間短縮は必要と思われる。

○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による農用地等の賃借権の設定については、

農業経営基盤強化促進法や農地法に比べて手続きが煩雑である。

 また、農地中間管理事業が創設されて以降、縦覧期間中に利害関係者から意見書が提出されたことはないた

め縦覧制度を廃止しても特段の支障はないものと考える。 

○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推進の妨げとなっているた

め、手続きの簡素化を図るべきである。

○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対し、農地中間管理事業法

は約４か月を要する。

  契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担が農業委員会及び市役

所窓口で生じている。 

○農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が煩雑で多くの時間と労力

を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることから、事業をより一層推進していく上で、本県におい

ても、農地中間管理事業における農用地利用配分計画の知事認可における縦覧制度の廃止を要望する。（な

お、本県においても、平成 26 年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提出

は一度もない。）

○配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者と十分な調整を行って

いることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関係者から意見書が出されたことは一度もなく、

制度の見直しが必要である。

○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の場合、農地利用集積計

画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設

定が必要となっている。

そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが煩雑であることや手続

きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因となっていると考える。

今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するためには手続きの簡素化が

必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期間（2 週間）が短縮又は廃止されれば事業の

利用向上につながると考えている。

なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。

○事務手続きに長期間を要する要因となっている。

○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週間程度長くなることか

ら，農業者から敬遠される傾向にある。
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市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調整をしていることから，

平成 26 年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度もない。 

各府省からの第１次回答 

農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの解

消などについて総合的に検討することとしている。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

現行制度上でも、配分計画案については、事前に市町村農業委員会の意見を確認すること等により、利害関係

者（農地の所有者、使用者等）との調整、すなわち地域の合意を得るための調整はできているため、あえて都道

府県に事務的な負担をかける必要はない。 

法附則第２条では、「施行後５年を目途として事業の在り方全般について検討を加える」旨明記されているが、

本年はちょうどその５年目に当たる。今秋から機構事業の手続きの煩雑さの解消等についての総合的な検討が

本格化するとのことだが、 とりわけ今回提案した「農用地利用配分計画の知事認可における縦覧制度の廃止」

については、次期通常国会に改正法案を提出し、必ず実現していただきたい。 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【群馬県】 

 配分計画案を作成する際の地域における事前調整の結果、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出される

ことがない実態を踏まえ、５年後見直しに伴う法改正により縦覧を廃止し、農地中間管理事業における事務手続

きの迅速化と、都道府県の事務負担の軽減を図っていただきたい。 

【福島県】 

農地中間管理事業の推進に関する法律の施行後５年後を目処とした総合的な検討にあたっては、今回の提案

を十分勘案するよう要望する。 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

農地中間管理事業における農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧については、地方分権改革推進

委員会第 2 次勧告の趣旨を踏まえ、廃止すべきである。 

なお、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境整備を一層進めること。 

【全国市長会】 

手続の簡素化に向け、対応を求める。 

【全国町村会】 

提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【総論】 

○ 「機構事業の手続の煩雑さの解消などについて総合的に検討する」とのことであるが、配分計画の都道府県

知事認可、当該認可における縦覧制度、利用権の存続期間延長、単純な業務委託の知事承認についても提案

団体の支障を解消する方向で検討いただきたい。

【１】農用地利用集積計画・配分計画の作成事務の簡素化・迅速化

○ 配分計画の都道府県知事認可については、機構、都道府県及び市町村における計画策定事務に係る一連

の手続を簡素化・迅速化する観点から、市町村単位で完結する仕組みへと見直す方向で検討いただきたい。

○ 配分計画の都道府県知事認可に係る縦覧制度については、実態として、提案団体においてこれまで意見提

出の実績がなく、計画策定前段階で関係者間での意見調整が行われていることなどを踏まえ、縦覧を廃止する

方向で検討いただきたい。

【２】利用権の存続期間延長手続きの緩和

○ 利用権の存続期間を単に延長するだけの場合（契約期間以外の内容が既契約と全く同一であり、当事者間

で合意がとれている場合）には、周辺の土地利用が現状から変更されるものではないことから、安定的な土地利

用を促進するためにも、存続期間の延長に係る手続を別に設けるなど、集積計画及び配分計画の撤回・再作

成・認可・公告等の事務を不要とする見直しを行うべきではないか。
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○ 機構関連事業の対象とする農用地については、あらかじめ当該事業が行われ得ることについて所有者に説

明が行われていることを理由に、改正土地改良法の施行後に機構が農地中間管理権を取得した農用地のみと

されているところ、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得した農用地について、機構関連事業を実

施しようとする場合には、集積計画の撤回・再作成等により、農地中間管理権の再取得を行う必要があるとされ

ている。

 機構関連事業の実施に係る手続を緩和する観点から、改正土地改良法の施行前に農地中間管理権を取得し

た農用地についても、所有者の合意を得た場合等には、機構関連事業の対象とする方向で制度を見直すべき

ではないか。 

【３】農地中間管理機構が行う単純な業務の委託に係る知事承認の廃止 

○ 農地中間管理事業の実施に当たって求められる公正性を担保するために業務委託に係る知事承認制度が

設けられているとしても、農地管理や普及啓発などの単純な内容の委託業務についてまで知事承認を求める必

要はないのではないか。

各府省からの第２次回答 

【総論】 

○ 農地中間管理事業の推進に関する法律については、施行後５年を目途として、機構事業の手続の煩雑さの

解消などについて総合的に検討することとしている。今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【１】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【２】について

○ 配分計画の単純延長は、農地の集約化の機会を逸するおそれがあり、これを推進することは望ましくないと

考えるが、他方、手続の簡素化は重要であるため、これらのバランスを取りながら検討していく。

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

【３】について

○ 今回の提案の内容も踏まえ、検討を進める。

重点13

28



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 34 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

提案事項（事項名） 

放課後等デイサービス利用対象児童の拡大 

提案団体 

東大阪市 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

求める措置の具体的内容 

現行規定では、学校教育法第一条に規定する学校に通う児童のみが放課後等デイサービスを受けることがで

きるが、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に通う児童においても、放課後等デイサービスを受ける

ことを可能とするよう児童福祉法の基準の緩和を求める。 

具体的な支障事例 

専修学校３年生の児童の保護者より、希望の放課後等デイサービス事業所が見つかったので利用したいと４月

に相談があったが、専修学校は学校教育法第一条に規定する学校ではないため利用できなかった。当該事業

所は児童発達支援の指定は受けていなかったため、その事業所は諦めざるを得なかった。その後新たに児童

発達支援の指定を受けている事業所を探して、改めて申請の相談があったが、本人の誕生月が５月であり、既

に１８歳に到達していたため、結局は利用には至らなかった。 

このように本市では、専修学校に進学したために放課後等デイサービスを利用できず、児童発達支援の利用に

変更している事例がある。中学校卒業後もほとんどの児童が引き続き放課後等デイサービスの利用を希望する

中、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に進学した児童は、他の事業所に変更する必要があり、日

中活動の場のみでなく放課後の療育施設まで変わってしまうことは、今まで築いてきた人間関係を全てリセット

して新たな関係を築かねばならず、進学による環境の変化に拍車をかけて、当該障害児に精神的負担を与えて

しまう。また、新施設への手続き等の負担を保護者にも強いることとなる。さらに、放課後等デイサービスが必要

に応じて満 20 歳まで延長できる年齢特例要件があるのに対し、児童発達支援は年齢に関する特例がないた

め、年度途中でサービス終了となる等利用者に負担を強いている。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

児童福祉法の改正によって、専修学校に通う児童についても、中学校卒業後も引き続き放課後等デイサービス

を利用することが可能となり、公正・公平な安定的サービスを提供することができるようになる。 

根拠法令等 

・児童福祉法第四条、第六条の二の二、第二十一条の五の十三

・学校教育法第一条、第百二十四条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

福島県、貝塚市、伊丹市、出雲市、府中町、宮崎市 
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○地域における課題 

 15 歳以上の児童に対応可能な児童発達支援事業所が少ない。 

○放課後等デイサービスを利用していた児童が、中学校卒業後、専修学校に進学したため、放課後等デイサー

ビスは利用できなくなり、児童発達支援のサービスに切り替えをした。利用していた事業所は、たまたま放課後

等デイサービスと児童発達支援の両方の指定を受けていたため、事業所は変わらず利用できた。今年高校３年

生になるこの児童は１８歳になる６月末で、児童発達支援の利用が終了となる。長年利用することで安定してい

た生活リズムなどが変化するなど療育を受けられなくなることでの影響を心配し、家族や支援者から継続して利

用できないかとの相談があった。市としては、児童福祉法で、放課後等デイサービスの対象が学校教育法第一

条に規定する学校とあるため、専修学校の生徒は利用できない。児童発達支援に切り替えても、年齢に関する

特例がないため、誕生月までの利用になるとの説明をするしかない状況である。このように障害児の進学先等

で放課後等デイサービスの利用ができないことについて、公正・公平に市民対応できるように改善していただき

たい。 

○高等学校に進学しなかった（できなかった）障害児についても療育が必要であれば、放課後デイサービスの利

用ができるよう児童福祉法の基準の緩和を求める。 

○近年、特別児童扶養手当受給者など、中等度の発達障がいの児童においても、専修学校における受け入れ

が増えているため、制度改正の必要性があるものと考える。 

○学校教教育法第一条に該当しない、インターナショナルスクールや、朝鮮学校等に在籍する学齢児に対して、

放課後等デイサービス事業を利用できなかった事例あり。 

 

各府省からの第１次回答 

 放課後等デイサービスの利用対象児童に専修学校に通う児童を加えることについて、具体的にどのような事

例において放課後等デイサービスの提供が求められているのかという事情等を把握した上で、他制度との均衡

等も踏まえて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）及

び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の改正法施行（平成 30 年 4 月）後の 3 年後見直しや障害福祉サー

ビス等報酬改定等の機会において検討してまいりたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 専修学校に通学し、かつ放課後等デイサービスの利用を希望する児童は平成 25 年 4 月以降現在まで継続し

ておられる。平成 30 年 4 月末時点では、１１人が児童発達支援を利用しており、これらの児童は年齢特例がな

いため、１８歳到達までしか支援を受けられない状況である。 

 今回の改正のタイミングが 3 年後の報酬改定等の機会となると、上記の児童だけでなく、現在中学校に通う児

童においても専修学校を進学先として選択した場合に、放課後等デイサービスが使えないこととなる。個々の児

童に必要とされる療育という観点とは全く異なる「進学先が一条校か否か」という要素によって、受けられる支援

に差異が生じていることは、合理性に欠けた不当な差別と言え、また、今後進路を考える児童にあっては、その

検討に「引き続き放課後等デイサービスを受けられる学校かどうか」という要素が加わってしまい、児童の進学

先の自由な選択を歪めることとなってしまう。このように、実際に当該児童に負担を強いている現状を踏まえ、進

学を考える児童及びその保護者に進学後も安定したサービスが提供されることを知って安心していただき、自分

の意思による進学の選択をすることができるためにも、報酬改定等に併せるのではなく、早急な対応をお願いし

たい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）及び児童福

祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の改正法施行（平成 30 年 4 月）後の 3 年後見直しや障害福祉サービス等報

酬改定等の機会において検討するとのことだが、専修学校に通う児童の放課後等デイサービスの利用の必要
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性は、東大阪市の例からも明らかであり、平成 31 年度から具体的な措置を講じられるよう、速やかに検討され

たい。 

○ １次ヒアリングでは、平成 21 年に放課後等デイサービスを創設した際に、他法令を参考に対象児童を定義

したとのことだが、当時の経緯や他法令もさることながら、現に存する障害児やその保護者のニーズにも目を向

け、全国の状況を調査した上で、実態に即した制度となるよう、対応すべきではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

 放課後等デイサービスの利用対象児童に専修学校に通う児童を加えることについて、利用対象児童に専修学

校に通う児童を追加することのニーズや対象を拡大した場合に生じる課題を調査し、調査結果を踏まえ、障害福

祉サービス等報酬改定等の機会において検討してまいりたい。 

通番６

31



平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 8 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

提案事項（事項名） 

生活保護の実施等の事務手続におけるマイナンバーの情報連携項目の追加 

提案団体 

広島市、広島県 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携により、生活保護の決定・実施等の事務手続において、労働者災害補償保険法

による休業補償給付等の支給に関する情報を収集可能としていただきたい。 

具体的な支障事例 

 生活保護の決定・実施等の事務手続において、現行のマイナンバー制度では、例えば雇用保険法による失業

等給付の支給に関する情報は入手できるものとされているが、労働者災害補償保険法による休業補償給付等

の支給に関する情報は入手できるものとされていない。 

 こうした中、本市では平成 29 年度中において、労働者災害補償保険法に係る休業補償給付等を受給してい

るにもかかわらず、これを福祉事務所に届け出ず、生活保護を不正受給した事案が 2 件発生しており、こうした

給付金の受給状況を効率的に把握する必要性が生じている。 

 このため、マイナンバーによる情報連携により、生活保護の決定・実施等の事務手続において、労働者災害補

償保険法による休業補償給付等の支給に関する情報を収集可能としていただきたい。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 休業補償給付等の受給が疑われる場合において、生活保護法第 29 条に基づく個別の文書照会を実施する

必要がなくなり、また、速やかに回答を得ることができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴

収に係る事務が効率的に行えるようになる。 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第７号、別表第二の 26 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第 19 条 

生活保護法第 29 条 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

仙台市、所沢市、千葉市、大和市、新潟市、福井市、岐阜市、多治見市、浜松市、京都市、堺市、八尾市、神戸

市、岡山市、高知県、熊本市、宮崎市 

○労働者災害補償保険法による休業補償給付等の受給は申告がないと発見することが難しく、受給が疑わしい

場合は生活保護法第 29 条に基づく個別の文書照会を実施するが、不正受給を発見されないまま徴収を免れて
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いる受給者がいる可能性がある。 

○休業補償給付等の受給の有無については、生活保護法第 29 条に基づく調査によって保護の実施機関が把

握することは可能であるが、生活保護受給者からの収入申告がなければ不正受給につながる可能性が高く、迅

速かつ正確に生活保護受給者の収入を把握するためには、マイナンバーによる情報連携により、労働者災害

補償保険法による休業補償給付等の支給に関する情報が収集可能となる必要がある。

○休業補償給付等の支給状況が的確に把握できないと、不正受給となる事例が懸念されるため。

○平成 29 年度中に労災に係る不正受給案件が１件発生した福祉事務所があった。

世帯からの申告が無かったが、職場で怪我をしたとの聴取内容から法 29 条に基づき地元労働基準監督署に文

書照会し、不正受給が発覚したもの。

照会内容についての回答は得られたものの地元監督署限りでは回答できず、回答までに２週間程度を要した。

○休業補償給付等の受給の可能性がある場合において、生活保護法第 29 条に基づく個別の文書照会では、

文書照会の作成事務が負担となるほか、回答までに相当な時間を要するため、保護費の遡及変更が生じる可

能性がある。

 その点、マイナンバーによる情報連携が可能となれば、照会事務の負担が軽減し、即日支給情報が収集でき

ることで、保護費の遡及変更の可能性は減少する。 

 ただし、マイナンバーによる情報連携の全体的なことではあるが、情報提供エラーの発生や提供情報に不備

があるなどを避け、情報連携による正確な情報提供の担保が必要である。 

○本市においても、生活保護法第２９条に基づく個別の文書照会により受給状況を把握しているため、マイナン

バーによる情報連携により、事務の効率化につながる考える。

○本市においても、平成 26 年度以降、休業補償給付が 3 件発生した。不正受給にまでは発展しなかったが、

被保護者が申告をせず、不正に休業補償給付を受給するケースの発生が考えられ、その際には、関係機関へ

照会して状況を把握する必要がある。

 現行の制度では、紙媒体での照会しかできないため、調査に時間を要する。情報連携を活用することにより、

速やかに状況を把握し、効率的な調査が可能になると考えられる。 

○提案団体記載のとおり、本市においても休業補償給付等の受給が疑われる場合において、生活保護法第 29

条に基づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、速やかに回答を得ることができるようになるため、生活

保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事務が効率的に行えるようになれば、不正受給の防止に効果がある

と考えます。

各府省からの第１次回答 

【内閣府、総務省】 

まず、厚生労働省において、生活保護の決定・実施等に関する事務における労働者災害補償関係情報のマイ

ナンバーによる情報連携の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、その上で必要があ

れば、情報連携に向けた所要の対応を検討する。

【厚生労働省】

 現在、休業補償給付等の請求時には申請者からマイナンバーの提供を求めていないところである。本連携を

実施するに当たっては、以下の課題があるため、実施の可否も含め、慎重に検討する必要がある。 

・申請者に対して、一時的に受給する短期給付（休業補償給付等）についてもマイナンバーの提供を求め、本人

確認書類の郵送等が必要になる一方で、それにより省略できる労災保険の請求手続に係る添付書類はなく、国

民の利便性向上の効果は低いこと。

・また、申請様式の改正に伴うシステム改修費用（システムの構築や帳票の改正費用等）等のコストを要するこ

と。

・一方で、生活保護法に基づく支払証明の照会件数（労災保険の短期給付を含む照会に限る）は年間 84 件（平

成 29 年度）と少なく、十分な費用対効果が見込まれない懸念があること。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

マイナンバー制度の目的は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で

は、①行政の効率化、②国民の利便性の向上、③公平・公正な社会の実現とされているところである。 

 本市の提案が実現されることにより、休業補償給付をはじめとする各種労災給付の受給情報の照会及び照合

に要する時間が大幅に削減され行政の効率化が実現されること、また、受給情報を収集可能とすることで生活

保護の不正受給の早期発見が可能となり、公平・公正な社会の実現に寄与することから、マイナンバー制度の

意義に適った内容であると考えている。 

なお、受給手続において省略できる添付書類がないという点においては、雇用保険の失業給付に係る手続も
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同様である。 

本市の提案における「休業補償給付等」とは、休業補償給付をはじめ、療養補償給付、障害補償給付、遺族補

償給付、傷病補償年金、介護補償給付など、全ての労災給付を意図したものであるが、これらの給付に関する

労働基準監督署への照会件数は、本市だけでも年間 29 件（平成 29 年度）ある。本市の生活保護受給世帯が

全国に占める割合が 1.16%（平成 29 年度）であることを踏まえると、労働基準監督署への照会件数は全国で約

2,500 件程度あると推計される。これに対し、1 次回答にある 84 件は本省が受け付けた短期給付に関する照会

に限られたものと承知している。 

 また、現在、労働基準監督署等への照会は時間を要するため、生活状況の聞き取りなどを行い不正受給のお

それを把握した場合に限って行っていることから、不正受給を見逃がす可能性も高くなっている。 

 こうした状況を踏まえ、不正受給の早期発見を含む適正な生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事務

を効率的に行えるようにするため、実現に向け前向きに検討していただきたい。 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉市】 

○ マイナンバーのメリットは、①行政事務を効率化し、人や財源を行政サービスの向上のために振り向けられる

こと、②所得をこれまでより正確に把握するとともに、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を

実現すること等、であるとされている。

特に、②の意義を踏まえ、費用対効果のみを理由とし不正受給防止対策を疎かにすることなく、適正な生活保

護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事務を効率的に行えるようにするため、実現に向け前向きに検討してい

ただきたい。

○ また、休業補償給付については、受給資格のある期間中は期間の上限なく受給することができる制度である

ため、正確な受給額の把握ができないことによる、適正額な生活保護費の支給が困難であり、生活保護制度へ

の信頼を失墜させるものであると考える。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

マイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検証した上で、他

の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設ける

ことなく検討を進めるべきである。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【生活保護の実施等の事務手続におけるマイナンバーの情報連携項目の追加】 

○ 内閣府（番号制度担当室）及び厚生労働省において、

・ 提案団体が生活保護の不正受給防止のために、生活保護申請時に、労働者災害補償保険法に規定する全

ての労災保険給付に関する情報とのマイナンバーによる情報連携を求めていることを踏まえ、①年金併給調整

のため、既にマイナンバーによる情報連携の対象となっている、労働者災害補償保険法による障害補償年金・

遺族補償年金・傷病補償年金のシステムに、障害補償年金・遺族補償年金・傷病補償年金以外の労働者災害

補償保険法に規定する労災保険給付に関する情報を追加する場合に要する費用の推計と、②生活保護受給者

と、障害補償年金・遺族補償年金・傷病補償年金以外の労災保険給付者との重複者から導き出される効果の

推計とを比較するなどし、休業補償給付等をマイナンバーによる情報連携の対象とすべきではないか。

・ 生活保護申請手続時において、休業補償給付等をはじめとする労災保険給付に関する情報の確認に要する

期間を短縮する方策を検討すべきではないか。

【指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務処理におけるマイナンバーによる情報連携項目の追

加】

○ 内閣府（番号制度担当室）及び厚生労働省において、

・ 指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務処理で、マイナンバーによる情報連携を行っている

健康保険事業の保険者を対象として、①高額療養費の所得区分情報をマイナンバーによる情報連携の対象と

する場合に要する費用の推計と、②マイナンバーによる情報連携を行っている保険者が保有する、特定医療費

の給付者数から導き出される本提案の効果の推計とを比較するなどし、高額療養費の所得区分情報をマイナン

バーによる情報連携の対象とすべきではないか。

・ 提案団体が示す支障事例を踏まえ、事務フローの見直しを図るべきではないか。
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各府省からの第２次回答 

【内閣府、総務省】 

 厚生労働省における今後の検討の結果、必要があれば、所要の対応を検討する。 

【厚生労働省】 

 生活保護法第 29 条に基づく労災保険給付に係る調査については、厚生労働省社会・援護局より民生主管部

（局）長宛て通知において照会先等を示しており、所轄労働基準監督署ではなく、効率的に処理するために厚生

労働省労働基準局へ照会していただくよう通知しているところである。 

 この照会状況は、平成 29 年度において、年間 257 件（※１）であり、そのうち、実際に労災保険給付を支給し

ていたのは 99 件（※２）であった。この 99 件が、労災保険給付の受給件数等（休業（補償）給付：約 57 万件、年

金受給者数：約 21 万人）と生活保護受給者数（約 215 万人）に占める割合はそれぞれ、休業（補償）給付等件

数の約 0.009％、年金等受給者の約 0.02％、生活保護受給者の約 0.005％と極めて低いものである。そのた

め、全数を照会対象としてシステムを構築することは効率的でないと考えられる。 

 また、休業（補償）給付の労災請求に当たり、申請者からマイナンバーの提供を求めていないところであり、新

たにマイナンバーの提供を求めることになれば、国民負担やその管理に要する行政負担が増加するものであ

る。さらに、本連携を実施するに当たっては、数億円規模のシステム改修費用に加えて、運用に係る事務費等を

要するものであることから、十分な費用対効果は見込まれないものと考える。以上により、マイナンバーによる本

情報連携の実現は困難である。 

 ご提案の不正受給防止対策を円滑に実施することは重要であり、生活保護法第 29 条に基づく各福祉事務所

等から厚生労働省労働基準局への書面による調査について、現行通知よりも迅速かつ効率的に行うことができ

る方策を、関係部局で検討し、実施してまいりたい。 

（※１）休業（補償）給付等：84 件、年金等：173 件 

（※２）休業（補償）給付等：54 件、年金等：45 件 
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平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 297 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

提案事項（事項名） 

指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務処理におけるマイナンバーによる情報連携項目の追

加 

提案団体 

相模原市 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務における「所得区

分」を収集可能としていただきたい。 

具体的な支障事例 

 所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報ではないため、保険者と郵送

によるやり取りをしなければならない。 

 書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで医療受給者証を

送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している一因となっている。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵送代も削減されるなど、行政の効率

化・財政改善が図られる。 

 また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受けることができ、これまでのように

償還払いによる払い戻しの手続きが不要になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や

家族の利便性の向上につながる。 

根拠法令等 

・健康保険法施行規則第 98 条の２

・国民健康保険法施行規則第 27 条の 12 の２

・児童福祉法第 19 条の３第７項

・児童福祉法施行規則第７条の 22

・難病の患者に対する医療等に関する法律第７条第４項

・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第 25 条

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第７号及び別表第二の９

の項及び 119 の項

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

秋田市、群馬県、川崎市、新潟市、石川県、静岡県、京都市、神戸市、西宮市、山口県、愛媛県、高知県、熊本

県、大分県、宮崎市 
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○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を始め、大きな負担となっ

ている。

事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区分」の記載の廃止を検討

願いたい。

明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情報連携で、「所得区分」を

収集可能としていただきたい。

○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。

特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受給者証発行に過度の時

間を要している。 

○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代がかかる他，回答まで一定

期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。

所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。

○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行うために医療受給者証

の交付が遅れる場合がある。

照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況にによっては所得課税証

明が必要となるため、事務が煩雑である。

○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県からの所得区分照会への

回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手間が省ける。

○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで医療受給者証

を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している。

○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等の負担を強いている現状

がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便性の向上につながるとよい。

○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報ではないため、保険者と郵送

によるやり取りをしなければならない。

 書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで医療受給者証を

送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している一因となっている。 

○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる情報連携で取得し確認で

きれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正処理につながる。

しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止については、従来から

要望しているもの。

○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に 2 週間ほど要しており、情報連携が可能となれ

ば、大幅な業務改善が見込まれる。

○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかっていることから、マイナンバ

ーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋がる。

各府省からの第１次回答 

【内閣府、総務省】 

 まず、厚生労働省において、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費及び難病の患者に対する医療等に

関する法律による特定医療費の支給に関する事務における所得区分に関する情報のマイナンバーによる情報

連携の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、その上で必要があれば、情報連携に向

けた所要の対応を検討する。 

【財務省、文部科学省、厚生労働省】 

本件の所得区分の確認は、認定を受けようとする者（申請者）が実施機関（都道府県等）を経由して保険者へ申

し出ることとされており、当該申し出を受けて保険者が所得区分の判定を行うものである。 

そのため、ご提案の情報連携については、具体的な事務フローを精査の上で、関係法令の整合性や保険者及

び地方自治体におけるシステム改修のための技術面、予算面、効率性等を踏まえ、その実施の可否も含め関

係省庁で連携して検討していく。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

本市としては、現行の保険者照会の事務手続きについては、これまで回答してきたとおり、多くの問題点があり、

これを解消することが喫緊の課題であると認識していることから、検討に要する時間について期限を設定するな

ど、スピード感をもって対処していただくとともに、実施について前向きな対応をお願いしたい。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

マイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検証した上で、他

の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設ける

ことなく検討を進めること。

また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

【生活保護の実施等の事務手続におけるマイナンバーの情報連携項目の追加】 

○ 内閣府（番号制度担当室）及び厚生労働省において、

・ 提案団体が生活保護の不正受給防止のために、生活保護申請時に、労働者災害補償保険法に規定する全

ての労災保険給付に関する情報とのマイナンバーによる情報連携を求めていることを踏まえ、①年金併給調整

のため、既にマイナンバーによる情報連携の対象となっている、労働者災害補償保険法による障害補償年金・

遺族補償年金・傷病補償年金のシステムに、障害補償年金・遺族補償年金・傷病補償年金以外の労働者災害

補償保険法に規定する労災保険給付に関する情報を追加する場合に要する費用の推計と、②生活保護受給者

と、障害補償年金・遺族補償年金・傷病補償年金以外の労災保険給付者との重複者から導き出される効果の

推計とを比較するなどし、休業補償給付等をマイナンバーによる情報連携の対象とすべきではないか。

・ 生活保護申請手続時において、休業補償給付等をはじめとする労災保険給付に関する情報の確認に要する

期間を短縮する方策を検討すべきではないか。

【指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務処理におけるマイナンバーによる情報連携項目の追

加】

○ 内閣府（番号制度担当室）及び厚生労働省において、

・ 指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の事務処理で、マイナンバーによる情報連携を行っている

健康保険事業の保険者を対象として、①高額療養費の所得区分情報をマイナンバーによる情報連携の対象と

する場合に要する費用の推計と、②マイナンバーによる情報連携を行っている保険者が保有する、特定医療費

の給付者数から導き出される本提案の効果の推計とを比較するなどし、高額療養費の所得区分情報をマイナン

バーによる情報連携の対象とすべきではないか。

・ 提案団体が示す支障事例を踏まえ、事務フローの見直しを図るべきではないか。

各府省からの第２次回答 

【内閣府、総務省】 

 厚生労働省における今後の検討の結果、必要があれば、所要の対応を検討する。 

【財務省、文部科学省、厚生労働省】 

 申請者の所得区分情報を情報連携により取得する場合の事務フローを精査したところ、地方公共団体及び各

保険者においてシステム改修を行う必要があるだけでなく、各保険者における中間サーバーへの所得区分情報

の事前登録に要する事務負担が増大することや、一部の事務については、従来どおり郵送による連絡を行う必

要があり、情報連携による新たな事務と従来の事務を並行して行うことによりかえって事務が繁雑になること等

の課題が懸念されているところ。 

 これらを踏まえ、地方公共団体及び保険者における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請に係る事務負担を軽

減できるよう、情報連携以外の対応も含め、関係部局で協力しながら検討を行う。 

通番27
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